
論説

田

I 1;;日必応、J故

11 ィ、会 11': な JI記引、うi 案における dìl，品のIlIIÎjE. t ニイふる 'I'IJ<'犬・~訂たて守

l 判決

l在iJと

3 公正JI文')1さ日会のガイドライン

III イ、公正な JI~IJI hiLiji後における出場のIIIII定的fil，H

J dJJふれつがq:，じ

己 主~l/fi' (j) ')f 1'l IY~ iljlJ 1)長引率における "jÎょの Jf'~iJ I分野 (11U話)のpiiijじ方法との関係

I 

1~公正な JI:z') 1 )fiJ、市来(1'1111絞争 J込:殺)¥り)における主体的なlilii'iEhi1:

4 経/flr二段の不公 i トーJf;~ 'ji本及ぴ 1:1111絞下 J主主主f1'1i;:)f;~~ゃF裂と d iJ会

IV お).;，，)(旬

持1)における われることが、

は、 している。

例えば、在、 (1甘 1~111î

ける

:At にたっては、

ニ

i分野にお

り、造

1) 本稿では、 lìj~ 干のす行われる i長引分野として;\'1'{，lIiし得る範1mをいう。私的主l(IL]等の違反

行為のJJ)j作、 一むのJrx:づj分WfがこのdiJtJJに該訴する。
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ついては、話の

うち、

:ま とごとつ)i、不公JL

ていなしし」しかし、

については、住1-11競

I)J~ と !íiJ 質的なものとされている ヲーいても、去

に、!?たっては、

lこ/コ L、 するこ

となる I を

号、 Wil~JIJJjγ長‘において、公

I~I I. 

IVJらかにした

I diJ話j

しかし、

ある

j誌の範lJH

こている

っている判決- もみられるヘ

象と

慨においては、

の川不は行われていないりまた、 ì~i!) の

iおするガイドラインにお

議ととなった

ものを除くと、主!日立引

いても、ヂ公正な取引

2) 併えl正、全JI:~'U;j!íì1出 í 5~; ，1 i j主I1会(第5):以)J (弘文 f-Ji主 11'.) (出"，';î1~ 公 iF な ll\(

づ1h11;わ1 (}IIi'inl-けにおいては、 1'1111な松下の，与されるj品。汗 (1'1111段下、会長殺

11子ばれる。)というの辻、いわば刻字ーの主目的 aJIJW~ を iíJj!，fi'rなにとらえたものと，lffll!iできるつ j

とされており、1'1行主ぶ「独講義(第)数日付j号:tl問 、ド)Jえ26{I'.) (第 5 けにおいて

は、 fィJ士IFなJlx.づ1hiLの弊~，~~ー安n は、 1~ 勺な lfy_ íJ IWIjI裂や私的3づいijの弊主要幹で‘ある f説

/]'1をゴ(t"l n~) に iIJ!JI裂する j よりも jょいと)5-えられている c そのような追いがあるとしても、

釘(1なにはj!iJじであるJ とさ九ている。

:i) 本船でi之、 jユにおいては、 dm}jの純j)ljを ることを山悶j誌のi判定として点jえして

いるひ

心 これらのがJi)と・ '(p~ iJとにおいてる、 dinjの jlllÎíじが条丈の'~fI:となっていないため、公

rr読'Jlljll~i;>1守々を IIJI訴する検対談 dìJJ)j については、 f'JI:z引の JJ)jJ i J長引の分 ~If'J主主/JI'Iメ主H1会
，:，j'1，j象diJ品J守、従:によって多出な点mが)1)~、られている c

9u 



不公正なJ!'Z引 )jiL'l玉栄におけるiliJJ;);ジ)lIlJj)むについての検討

v' )jは示されていない。

ー
も

剣山
μ

られている'1=1で、

る。 特に、

を涼めるで、その解釈や

イコし、

び〉

l
 
l
 

，定、 'ζ 
フ
/.;) 

について考え )iをi出らかにすることも必要と考えられるれむまた、

からは、知別事案に係る

を行っていくこと

、!勺J)( {Iミ4月かち

と

考えられるむ

ま~、

と考えられるヘ

~"L 

ってしミると

な取引方法事案における

シェアに恭

として、

いての考え方を務担!する

〉
/

P
ノブ七/

¥
 

づ

5) 主主近の'JH刊としては、クアルコム半f'l:CJ'Ji'lj{j，illl:Wi:i'fi会 'FJ& 21 :¥j: 9 )J 28 1] 。審判手続中)、

大分大111法案協!，iJキ!l{子学件 UJI'I宗佑i宣命令 子成21{f H 1011 )、ジョンソン・エンド

ョンソン 'Ji- f'I:討作 1;1JtJ ，HI:W，:{，tì~;-- 支 22 1 1' JJ 1 11 )、アデイタスジャパン事1l(f:JI: I\~; j1!，: 

jilt命令 子成 1r:3 11 )がある。

印 公LFllyiJ1委fl会のiJl:I¥.it1，l'iIi1i:命令書において、浴場のjillj主及びその明治が行われていな

l，-\J!I!111 づけ-としては、イ4公 d~ ~ JI'(I) 1 )j 11、について段、義|二女nとなってしミないこと、公

正誌ノ'['I;lt';I?ltの1)げ?に多様性があるが、その内容によって去を設げずにまちな討さぶ可

行っていること等が与一えられる。

わ れイIι半日訟講義(れ7J:Ji) (有三tl誌.J 1111手1126年)(都第2節 dil品)においては、

独禁法の 111:界では、 diJ4占を観念することによ:に議おの視覚化が!ヌlられてきている宮、 i¥1

fi:<jされている ο

別 法光阪地縁 fífJ午 IHí~!並行 禁止法(古科書段 、ド成 11'-) (第6市知的財産艇と独占 I卜民

i1; (長IHi説))においては、公正取引委員会のカイドライン[知的JH}Y((のおJJ日に|関する独

占禁 Il-.it1-_のi!1JI ドドJ&:19 {I:) Jについて JI会じる Ii>IIriji-で、当該ガイドラインにi到し「不?と

IF~J長引 )j i1、についても、設争減殺が問題となる 1m 号、 Iljj長浜定が必3誌であることを公Jlx.

委が公式に長刑したことは在すべき点である(不公正な取引方法に偽る排除J昔前会令書

いても、 1
'
安定したdiJj基を明記することが装組であるo)oJ とされている。
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JÍllii\~t (il! 111) 

あると ξえられる。

kJ、 Lの
み，

ミ子 、 lfxぅ; (fl 

)r;~ )における車場の!判定II:]j起に張る

ある

ったもので

五 な取引 における に係る半1])夫参

イJ公社:

しかし、

っし、ては、 dU品の い会い。

11I誌

lF! 

る誌のl!lfIiEを1)-

iIなJ!Y.，) I 

之、 されてきている。

1 李IJ5:夫

(止、

昭和59年)IOi 

る 〆し、帽

の!l立で、他社製ivi

したこと

f'1ヰJllY.づ)

、み!上することな

うと IJ-JfX')I 

京、liし、お(IJi禁 ?t19条に違反するとし

は-)1:他条

る

Ihlj ;Jと事である日

いて、 11心;( 1，1: 

において艇に、!?た i)、次のように、才、?定の[取引

られるこ るとのイヲ-えんを切らかにしている u

り) r JJUliIJ~立 jl!l;:')ミ見，ni!liL) (‘1/')点26 6 JJ 24 11 開設i丸山)においては、流j母・ 111()1'I1'tii-カイ

ドラインについて、流通分 ~Ij' における弔 ll'( i'1{JiijI) l)j{ fJ'，/}にWJする ')j'走者の子見I'JliU'tをおめ

るため、その丸山しがih~とされており、セ…フハーパーに Ixl する恭平:や ~:fl:咋について )ijí'

IE:::の続行Jを、1;)&26{J:i支出給することとされている。

l(己 主 1¥';jjJJ'IJik I昭和 5!)~I 込 JJ 11 (11日弁156';1:<1i-;-)第 196り)

11) II(jおお年公正JI~lj I 委九会 ;if ぶ主í~ 11 Ij' ¥こより JH:とされた不公正なlli(1) I)fi去をいう

叫む
ιh
ノ

jt

、



不公 iトーな取引 )iij;'jf案における 11)場の1IIIj定についての検討

「したがって、本件特約応契約がれの不公正な取引 H法7に該)Jiするため

には、 jiI14;の布契約の締結行為によって、食機製造業者が版売業者を

通じてノト精米)lJ食*liUJII仁機を米穀小売業者に供給するという取り|のj誌におけ

る公!とな競争が 1¥II.'f!¥:されるおそれがあると認められることが必要である」

また、その公IE競争ー1¥11.の'PJI折要素として、 -jEのllYiJIの分U'}における行

為芥の地位、、ij該特約)，if契約を市している販売業手?の数、競争関係にある事

業~-の系列化の ;1)\;)(等を挙げている口

判決では、取引のj坊やllY1) Iの分U'}という表現が)IJ¥; ¥られているが、「対象di

J坊を区分し知Jfi~!化することができる ll\~1) 1のj誌があるときは、ここにさらにhi]保

された独立の取引のj劾が存在すると認めるのがit!:，l~ である」との記載があるこ

とを踏まえると、検討対象となる !lij坊を画定し、その上で、当該 Jljj坊における公

iF 才i阻害の有無を判断する考え万が示されている。

(2) 都営芝浦と畜場事件(最高裁判決 平成元年)12) 

原告と被告の属する市場の範凶についての認定が、公iE競書官tの判断に

大きく関係していることを jJくした事案として、{í15常芝 ~m と斎場事件がある。

本子iニは、 三illJ烏で食肉処Jll[j誌を営んでいる [1本食11"'1 (原告.J二告人)が、

芝(!liで食|勾処}Ij!J誌を?:?んでいる東京都(被告・被 1--告人)が設定したと場料

について、 11日干"57{I'-一般指定告示I:j)6項(不当日記売)に該当し、却しiJ禁止法

19条に述反するとして、損害賠償詰求訴訟を提起した事案である。

第一一審である東京地裁 14)(;L 東京都 231豆 r;J~J に1-.;1己 2tl: のみが存在し、I\líj 若

が競争ー関係にあることを認定する-)j、全l主11'1句な市場が形成されているとの被

自の主阪については、これを立証する証拠がないとして、被告がj京似を著しく

I'-Imると j坊科を徴収し]Jj(1illi告IJれ件業を継したことにより、競争関係に立つ原

12) 11えl'i'ljJ&.l!J決 、 I~ )点 JC;11:12 )J 14 If (11日午1161{ド (オ) 出655'iJ') 

13) 1肝不1157¥1:公正取引委日会f'，../J~ tr~ 15日ーにより指定された不公正な取引Hi去をいうの

14 )京_;;CJ位1&.'I'IJ ik 11(l;f[ 1 59 1ド9J J 17 11 (11(j干IJ561ド(ワ )W 14211守)
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fltの活動を1*'uiJhにさせたものとして、小、に該ペし到(JLJ-禁 IJjj;19条

に述以するとした。

-)i、J苧訴審である 1"1は、 L記2千1:は、少なくとも北はお子県から

I'?iは十111公)11 ~'iJ，まで l 行!i 11 りょにJ!;__ぶ広し 3 地J&I)~J における 59 のと;市業宇;とそれぞ

れお:t/[J'I弘j係に点っていると，¥t11I!iし、 1]:九-{i'の主:121・1! (1<)等とともに、、11己主di

j坊の状j兄を '[:IJI析-~ぶーとした L で、 J字 liJ~人の先行為がその競ノJI-!>{J或において公

正競ノJJ'lm'，I]:↑/七を有するものと iitめるべきかは多分に疑問の存するところであっ

て、イi、IJ1Uí{:.i~ ~こ ii五、!?しないとした口

h以立 j出山山'tjj政主 も、「イ不J 、 i可íU)t~

の;凡よ j地由に }ι/~ ち、 g体的な j坊介における h1.~の志 1';(1 . 11 (1守、態様、競争関係の

ソ&びIlij坊の ;j)~iJL ~~':を総合考慮して干IJ ItJi-すべきものである。」との考え )Tを

ノjょした 1-.で、)以来の事実認定、法適JlJを認め、 L ;';-を来却している。

lトI-_i入-1記一

として、 dn坊の/lllí~とが必裂なことをぶしている。

(3) ビル設備総合管理請負契約更新拒絶等差止請求事件(東京高裁判決 平成

19年)11日

iバuμ1-Jl説詰:;Jのlド州¥1山刈I1川IIJ定との必必、 ~笠史史史;五見民たiIむL:Jr苧件i

!垣」よ瓦I 新J作li絶 1等宇 1先l:~ LI汁卜-牛片刈バ泊iHt治|;古!5L刊jド川)jぷjZミZ七iドL什げl'件/守午1:がある口

本fi:は、ビルの維持符JJH. 1米交野市iiJ業務を行う者(ユー・エス・システム口

H;(;iけが、 jタffl 地!ベ 1)'] の I}川上i!l にはする一つのビルについて総介告すIjl~務を

ii!? けれっていたところ、その契約百新を ~li絶されたことに対し、〉!?i;れl九が、

!肝不11571r-.般日;とわソJ~ 1 J[[ (Jt: IlíJ の取引 ~ri 絶)、 13 (拘京条件付'n~ り 1) 、)く

は15Jf.! (WVílト fHこ対する ll~ I.J Ilj)j'iI
{:) にi渋川し、独I'i禁 l 卜 19 条に)~}又するも

のとして、 iバJ~t 24 条に)，'~づき、 );::Jト求訴訟を提起した事案である。

15) 以 J;(I'::jJ&" j'lJiJと 1111 干1l 61~r2)J24fl (1I (1 干115~)1ド(ネ)抗 2513 ~;.) 

Hì) 点;;(刈 J;)::'!'!Jik 、 V'I&1~)11:.1JJ3111 (、!勺&17 {I:. (ネ)抗 3()78~;')

)
 

(
 

)
 

(
 

!
 



不公正なJI'¥C'Jlhit¥ji楽における diJ:必のpllj定についての検討

本件については、東京地裁 17)及び訴審である東京高裁のし吋ぶれにおいても、

不公正な取り|方法に違反しないものと判断されたが、争点のーっとして、市場

の純IJI:Iの問題が/:f1・われた口

すなわち、b原;ヌ{告 (j抑空訴人) は、 公)正iト正競 1午争争:1干iトぺ寸守jιι位!日出佐削)1年但1:乱:l主目lじ叩千手存i号ヰi干:シマt性I~

イ本又l'什'1十:ピルf住管武斥:J刈則'1引H業務Jλ乙は汐f叩'f/j地山|μ医元又:内のlド阿)珂可叩f担仇):布:江J:I氏メl内のビビ、 jルレf符i口月官叶JI到JW刊担H業務がi同せ出副iI定されると し

たところ、哉、1:lJi升は、の地主I!!.I'I¥J純If[:1については、 jタfji地15<:を超えてそのh'，:J

辺地域を合む範IJHにjえんでいると判断した。

本fI:においては、東京高故判決において、次のとおり、公正f~Jγ]1.ljll '~Î~:性の有

無を'l'1JIJYrす一る nIi蛇として、市J坊のIlliIJ-Eが必裂で、あることを明らかにしている。

「公正競争 1m存性を判断するにそ14たっては、一定の供給者1i:下と一定の需t:

下との1mに成立する自iJ!競争の場である「市場」のIj'([1剖を同II定じた!こで、

行為が当該m'J劾における参入と IJIIIIな競争を妨け、られるものかどうかを検討

すべきであるが、その「市場」の純IJl:Iのi同定については、 l取収づ引|の士丸対、;J象となる

i尚}:羽zVU討ι[J弘日

必必、2笠史安i:z:;:でで、ある口

控訴人は、到(li;禁 11:.U~ 24 条に )í~づく光ドjミについては、坊の両定を

民fI:とすべきでないとか、その伝説立責任を差!卜とを求められた倒IJに負

わせるべきと -i:.iJj討ーる。しかし、独lli禁i十.?t~ は公正かつ 1:'=1 EIIな競争を促進す

るために競争を11i1JIU~ ないし 1)11害する一定の行為及び状態を jJ~1IiiJする法律であ

り、競争が行われるr!iJ坊を両定しない限り、公正競争 1)11 の判断は不可能

であるから、 Il iJ坊の IIIU 定を ~i'l二とせずに:jl，~ll'.請求を認めるべきであるとのヂ

阪は採)IJできないし、主i卜求という m大なネiii栄を招来するミについて、

111 J誌のIIIII定の主民立iilE責任を先はとを求められた側に負わせるべきである

とのも採用できないoJ

17) ~.U;(J世 J、J: 'I'IJìJと、ドJ& 1711:，6 J J 9 11 (、liJ&1611' (ワ) tu 12052号)
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ぷ (111111)

ヴフ
グフ1，.詰 〕、 I の

;との必をにさがある

ないつしかし、本件においては、昭和 5711~

によって、 djJ坊のIlI1i

与えHが;Jにされてい

1m、 13 くは 15J又

!法

;!?ノJ~ 1 

に係る

15Jrtについては、

とのみをJIIlll1に、

/t-.むの較上司!などの

のイ辻ヒ 11-:さのnヨから公iI

る}jJi

いないため、

また、 ~(n

叩 U恥して辻、ヒ‘jレ

1":地域、

七、

2 

不公iI市

1;11 

し=っ に該、与しなし 1こ

しているむ

l立、

却おけ

して

ちれなかったものと考えられるc

は Jriの該宅性を初話するための市

われているり

おい、、 [Iiijむがす1-)，1 

となった事案として、マイクロソアト事件: 20イ1'.)1川がある。

本fj:(之、マイク口ソフトカ人

ノfソコンにウインドウズを

に合まれていたJド係

カー (OE討来:名7 との1/1)で、

る契約を綿布iiしていた

ウインドウズ等に保して、

OEM !(~ fllllllに、マイク口ソフト守;に対し
..'-
dさ:

!お) i'j~IV手入が、イ<f!:どル ~n:JIH ~ぞ読ベについて díJ誌が形成され、その 11' で投下がれ‘われてい

ることから、本fl:1J-ljは公iI))!l 下 1: Il 'gれがあると i弓したのに叫し、 Jιl'IJiVí( 之、 Ibn~の範

1)11がiもなるとして、作l添人のとI}JてをめていなL、。
19) '{r~ '['IJ寄i)!: 、ド支20{F )J Hi 11 ('1リJ主Hiイlfi下Ij) ~\ 13 i土)

i02 



ヂ公 i正なJIY.づIJiiLi作家におけるt!T坊のjllIIJCについての検討

1J今わない旨の条項)について、昭和157年一般指定合示 13J}~i (拘束条件付11'(1)1 ) 

に該吋し、 6~! ， lî 禁止法 19 条違反とされた事案である D

本H-辞iJとでは、公i1-:競争日lI.の判断基準に係る記述においては、公 11-"

1;11 の 1fM，の判断に叶たり、の範1)1'1の特定が必要で、ある旨を iり j ノJ~(I~ に， i己

載していないが、「公 11-:競ノ]1の{I¥I:I.'j:I干されたか否かを検討目する対象となる jliJ払l

を「検討対象市場」と称し、当該Ilii坊における公正な競争秩序への必影響の有

州を ii刊11りすることにより、マイクロソフトのJI:係争条J瓦のJ]f法性の1f1!¥f，を判断

している。

また、 1 i'~~，H対象，!i JJ)jJの国Ij定については、マイクロソフトの「公正競"{IトドII

を干IjIJJrする前提として、まず、検討対象il1"場を!llljむすべき」との主張に対

し、 IIU!illとなる1i-l/&によりを受ける純11H、すなわち、本件非係争会条J}[によ

り、1iJI究lJi'J発意欲がHIなわれる蓋然性のある十支持j分野を検討し、それにより影

響を受ける 11'(/)1 rU J坊を、「検討対象 I!fN)jJとし、その誌における公正な競7ト

秩序への悲影響の布棋を判的fすべきとしている。

これは、公正競争1¥11.'主性の有対と検討ー対象市場を一体的に認定するものであ

り、本係争条fJiの迎)lJ能町、本ド1:非係争条項の不合理性、 OEM業者が本

1lJI:係争条項の付された直接契約の締結を余儀なくされたか否か、 OEM業者

のパソコン AVi支術の{叶究開発意欲がJ員なわれる葉然性、パソコン AVf支持j取

引IliJ坊における絞7トへの、パソコン市場における競争への抵影響等につ

いての牧l討を踏まえて、最終的に、「本1'HI=係争条J1'[は、パソコン AV1支持f11'( 

リIlliJ訪}O)における OEM業者の地位を低]ごさせ、当該市場における和記者人の地

位を強化して、公正な競争秩序に忠影響を及ぼすおそれを有するものである。

そして、・・・・・・、本fi:JI:係争条項には、パソコン AVf刻ll;f取引r!iN)jにおける公正

な競争秩序への出影響を援すに見る特段の事情も認められないことから、

本件Jlë係争条項の付された直接契約の税同古及び本件~I:係争条項による OEM 業

20) 本n高千IJにおいて、検討対象ilJJj)jとして、事14γ11{はパソコン AV技術JI)(1) I d iJJ)j及びノfソ

コン diJLjを、マイクロソフトは AV技判:JJr~ 1) 1 ili lJ)jを ijkしている。
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伝説 (! 1111I) 

の拘 は、公詰ト I~n 有し、 13 J互の

ィJ甘かHIIUi~と1'1:イヰ取引に認可する i とおlii'f@1'Jけている

3 公正取引委器会のガイドライン

る公正卜安民会の方、イドラインにおし¥、

のIIIII}との必泣:ず1:，についての考え )fを乙白台に/j¥しているものとして、「知的H十

禁止。法，'，の指針!(、下成日灯、ド「主JJlIナダイドライン」

とし、うり)がみ似行

知IJはガイドラインで、辻、 2到iiij )f、2rlT 

場についての~・え)fJ において、次のよう

)jは、公 I1なi長引のうちn

/ら〉

している。また、

となることを明らかにし

ているか日

1-( 1 ) 技Wi的事J)IJに係る ililJl浪行為につしミ

ては、)!;(UlJとして、 !11ii支HJiJi現

占禁 11'，法 Lのをfi'うに

のJ悦ぶIIY.引を想定し、戸ij

j
 
i
 

z
j
 

f
i
 

により :ij

のうちな 4-1-(2)に

;トーな11延引

旬、本ではこれ

り ふ込 る。

(2) ・・・・，.H{tI:jの手JHHこ係る ilJ!J

吋たっては、 j]11]

を行うに

) ):11111カイ!ごうイシにおいては、公正説/flijll二については、 "， 1どの接手品川止の蹴点の

ほか、続ノ[1 伐として不勺かどうか、また、 ¥'I!11投手jjAZのとなるかどうかを強ょJ-ず

べき弘行があり、その1~:;'~ !止、ライセンシーの 'Jf，日告!こ及拾す;記事?のl人えび千三段、、ii

1 i 1，:; の利子むの絵、 ~~U~['111: . I人{誌門会手を主主イに}出家‘し、I'IJI揺することになるとしており、

dJJ誌のil11iむについては、1'1111前/iiiJ，!Z殺!i;IJのhl主Eこ11むとしたluj主となっている(前4不公 11

なJf¥!.づI)jìl川)W~/，i，からの与え )j 、 1 )，I~ イバ1') 与え h一九

~~公!とな車づ I hiJ;のう丸、読字減数効米の骨剥)，J，川、ら公正鼓'TliI['，I::'1ゾ1:を判断寸る場{iを

L寸、この段下 IhUH)J~~O) 1(J}~は、料品における r1lllg:!l /fl'iJ，H日j訟とじか沫である J
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が公 II~ な Jfx. 'JlhW事業における dí場の plll 'ïじについての検討

，I'i f{刻支1ij:iをHJし、て供給される製品の品、その他の技術えは製Jilllの iこ[1-J坊

を同i定し、競争への影響を検討することになる。J

そのf也、不公正な ll~引方法が関係するガイドラインは多くのものがあるとこ

ろ、これらについては、対象となる行為についての公正競争昨1.1与性の判断要素

として、対象 Imlll~I'1 の市場全体の状況、行為者及び競争者の 11刊誌における地位~~.;

が抑lrl己されているのが叶支1'[10となっている針。

このように、公正競争-j¥11'fî~干1: の認定に 'I'lたり、市 J坊の状刷、 l 打 J劫シェア等を

考慮するとされており、1!f];JaのH固定がその前蛇となることが示されているが、

Ili J坊のl市i去の必要dれや掘り定HiL等についての考え/jは特段l別iJ之されてし)なし、。

E 不公正な取引方法事実における市場のE定の検討

1 市場の画定

私的独 IJi/~-; のJili)え行為は、 1~- íLの lj\~ 引分野におけるトを実質的にHiiJ jU;~す

ること(こととなるJ劫合)Jをt::件(対品効果安門--)としている。「寸じのlsZ.

1) I 分~!Í'Jが規定されているJUl11:1 については、 50~ ，~î 禁止法制定当初Jの解説吉川に

23) I流通・ JIY_リ1'1ft行に|弘jする独，Ij禁1I'，it1-_のlfiHJ(、|三成:31，100 ~)、 1'- I流通.J収引'1([[11'ガ

イドラインjという。)においては、平:j1'((I'JiliIJ liJ什j為の公 11-，競争'líll'JH~I: の有何の 'I'IJI折説家

として、次のものをダ1]，記している。

1) いわゆるフランド!日j段下(メーカー11なの競/f'及びwなるブランドの íÎ~j，'iJ'，をl収り拙う {jk

;1]業，(;'1日!の悦ノ'[，-)の;1犬J比 (iliJ話集11'度、 fi"十1"IIJ，W¥o'lt、製['[i，);:: ]JIj 1 t 0)将位、流通経11布、新規

参入の世H:Mtt~~':)

(2) いわゆるブランドl付税/fl (I ， ;J ブランドの i{'~I!l!l! を Jfy.り i:投う流通来~t;-IIIJ のお~/[，，)の;1犬j兄

(fJlli十九のパラつきの状川、 吋該 im['II" を 11\，( 1'):j放っている流通業fi-の ~UL&"~~)

じj) 10: [I'{ (I{] ;lilJ liH 4J 為を行うメーカーのJ!j"J~L における J也1>1: (ni JJJjシェア、開[1¥士、ブランド)J等)

州 市:jI'((I(jijiIJ liJ~行為の対象となる流通業者の事業ilî到に及ぼす影響(i!iIJliH のね:泣・態様等)

中:[1'( (i'J ililJ la~ 4 1九の対象となる流通業計の数及び'J!iJ坊における j世f¥i:

(出2ì~l\ 流通分リI}における Jfx引に|叫する独 I'j 祭 l ト_it 1-，のJl'i引、 3中:p'I (I(Ji!iIJ liJQ行為に係る

i自iL.;主;1:性 'I'IJI析)，~iVe) 
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よれば、 1-f系る丈

る

に、 一・1ミ{i-と

わしたものであろう J

公ト1)11.

!又競争に{系る

の不公 i卜宇

であるかどうかの科

ものでないとの組斤をあら

れている。

r'! I11 

質的なもので5あれば、 ト

告もJ支、iiし、

と、日詰における

考え )j誌、 1'1111

し、三lji;支

1¥11 しているカイ艇を行う必!叫がある。

2 おける一定の載さi分野 の画定との関係

における 'l'ljl析安主につい

ては、「企業計i台高官にIUJする到!ijif三LI-_去の運JIH行 J(ヂ成 16{ド c 以 I~- モ

ガイドラインjという 0)キ印に括るが!，'i禁ILrt(1-

(、iえJ&21 {I二行刀、 1'- Jf;'l私的，'iプfイドザインj としミうの)におし、

れているc

}のうち、 ガイドラインにおし 1てi土、トゥ立のlli;(リi

i立さされることとなるか子長かを'PIJI析するため

で為 1')、 一定のll¥{_づ!の対象となる liV仏(

純IJi=I (JfuJ型的範1)11)咋にj立jし、

汗む。)

r; 

をすもの

!のj色域の

という矧

f?により

判断されるりまた、必、引にJ;i:.;じてち主主主{i-にとって

れる jとしている{第2-~えのづ i 示計、 1

え}fむなお、 j

また、

4 

k; 

}:L¥6D七日{i-テスト J の与え

為るが、

として、 11I引として、

てi}nについてのlilii定方として、

り、、主テストにおける fljjj誌づI1-( 

併でなしイIlIi格UlLげιSSNIP

引げの~こついては;)<)()かち 10九であり、 JUJ

j 公，1.l1)(')j妥L1会奇juj者"ii改11:51引 I'i 禁， Ul~野手(lIíí 人十 11行手1129 1 !:)

}
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不公I!.な取引)jl1;'11従における rlJJ誌の IIlJij~ についての検討

/lUについては 1年別皮のものを指す」としているお o

また、 己「イ反悲!独，Jif5-テスト」とは別に、 I'.~己 2 つのガイドラインにおい

ては、需安者等からみたi{'1f， II~I，の牲の;FI~J支について判断する際の考慮事項と

i号え )jについて、 im，'Ii'，の純IJH及び地JqtJ'l句に分けて詳細に記載されている口

不公d::な取引方法の公 11-:競ff" ・tlのうち、i'l111競争減殺については、 Illi

場支配ルよりもf1tv、レベルの力、またはその前段11{;yのかを形成する場合や、 ，Ii

j効支配)]の維持・強化の干j!)支が競争ーの実質的HlIJIIHのレベルに述する以前の段

|析ないしfo.:F*'ltで、とらえようとするものである。JLiiとWi:されている。

このように、不公正な11)(引方法(I~IIII ì涜守í'iF~殺 )\:1 )は、競争の実質 (1~ f!i1J IU~ を

'Ztfl:とする述以行九に比べて、 ，IiJ坊への影響力の水準が低い段附えは市坊主配

力のわ二伎の水;wが低い段|;i;fにおける競争制限の状態を規制するものであり、あ

る特定のil日坊において、競争制限行為があった場合に、認定できる).'i.競争性の

;J'('iitiの違いにより、適用条文が見なる関係にある。

25) '，'lli 安.ftにとっての代将刊をみる円以想到(11j{i'テスト」は、ある地域において、ある']f

:!{;;.ftーが、ある，ml'It'， (役坊を合む。)を到(11j して供給しているという似定のドで、吋 il~ :j~;I'j

iJi ~~.ft'が、干;'Jìl'，'Jl詰 λft を j支|る 11 (10で、小Illi;¥で、はあるが、実質的かつー11引!なではない1，lIi杭づl

，IfをしたJJ)j介に、吋主Iml'II'I!えひ地域について、市民者が、1'1該尚11131の購入を他の1I0，'，'t'，.えは

J!l!.Jl% (こ J長 Ij 伴えるれ!交を考雌し、-tM~~(の干山;::が小さいために、九，;五:j~(， lî 事業.ftーが1III i 柄引トー

げ、により平'Jil¥¥JをiJ1:よできるようなJJ}jイ?には、その範1)11を!lJ-J坊とJjlえるもので、:tiJH十の{'I:Jit

がA.きいため、ヰUil¥!JをiJl:J\.できない場合には、近殺する 1:n1J;)、的 1Î0 1'it'，を合めて、 I ， ~J 峠のテス

トを行い、iIiJJ)jーのlilljiじを行う子山をいう。 1J"*おおーにとっての代科刊についても矧似のテス

トをむう。

2(5) EU・1ミ|正|においても、間述iliJ品のIlhjiιのh法として、 {JX:1，よ!:5~( 11í 者テストの与え jj' がノJ~

されているところ、 1，11刊行1j1卜ーげιt，"i¥ieに|到しては、 EUのガイ 1"ライン (1Commission notice 

on !he c1e五日ition()f relevallt ll1arket for the purposes of COll1munity competitioll law J 1997 {je) 

では、 1，lI i 相リ 1 1-.け'1111，\として、 5%から 10 <3'6の)，I~ .Ì牲をJlJ ~、る町、また、米 Iqのカイドライン

(IHorizontal merger guidelinesJ 2010 1，1りでは、 1，lIi格引卜，け、111両として、通常5%をJIJい、

、ii該保業、行為.ft'に)，[;じてその!日JÎ去の数1J1'[を JIJ~ 、る旨、記述されている。~)f、EU、本llil

とも、 1，lIi格引 LげのWJII¥jについては、 j主体1'j(JなJUJ11 \jの-.Jjl~i¥f'はボされていないの

27) {t): ) 1: t't MJ，iJ他 i独11i~1~ ，Ul; (釘 5):1:0J (弘文';;:.: 工|勺jX:27 1，1") (出7ポイJ公l卜会なJj'Zij1 hiL:第

1 k&~ ，l}{ (111)'負卦))

107 



)
 

-i
 

i
 

f
t
 

f
t
L
 

、
}-

A
時

』

F
i

われ得る純1J1Iについて は、 。、〉 ;ま60(

ú~l刃にhわれるものと考えられるつま，

Jft去に~~.を設けた場介、 liヨーの行為に対し、 2つの条文の

ぞれがJj:_じるという

したがって、与え公!ト。

る。

においても、

り、{土、設 インの1)せま子

考に去ると考えられる。

3 不会正な取言 {自 における

)
 

1
 

/
、

寺ftt'i.)にと

|分野の

とし、う観点

ては、論的には、

されるところ、な

安1'1二に該当iする行為に係る

質的にililJI摂され

している 。

り、誌記lJ2)投び3 イク口ソ

フト

l.t安n
ように、 jむ

いて、

場j を検討し、げく円、

る

主
二声、 もた

に、公 され を、r1iJ話として

v 竺

j 

リj について辻、 ，係るJI立'X_i_;り引!，及故びび、それによ汚

; 土弁対対:，;J守j'象 i台;f与荷霊'~î川L託j

れを )J~ にししι て、 …の誌の

yふ

ると;与えられるllxづれこえ守口し、

お行、競''fl.{;')のJfx1) !先を 11 
1111 

、取引の地Jlll的範!)II)が!II!I定される。
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小公11ーなJIy"jIH法宇奈における di場の[!hj定についての検討

排除行為の場合、事業者は、需要;苫のj.@H.や IIiJ揚における競争実態・競争

関係、すなわち代峠関係を十分把撮しており、 IITJ揚が限定していること(他の

類似的商品や他地域における当該I{'B，W，のすii要を奪うことが容易でないこと)を

認識しているために、新規事業者等の競争的な行動に対し、 I~I 己の収益強化を

懸念して排除行為を行い、また、排除行為後の市場における競争関係の変化を

!日J1午-主I，gJして(すなわち、排除後の新規参入、{也の既存事業者の拡張がな

いと想定して)、競争4者の排除を行っていると評1111Îすることもいrtìl~ で、ある口

また、 1111i格維持をお(i{]とする行為についても、競争-関係の範1m (ili場の範的1)

を認識しており、 1!lli佑維持がl可能な範!;JJIで作行為を尖施していると元Hllliする

こともできる口

これらの行為者の競争実態の認識についての評価は、想定 In-J坊の 1[lljjiに|涼し、

行為史イ午に該1する打為の影響の及ぶ取引に着 1]して、 TIIJ坊をfilTI定する根拠に

なりうる。

28) シール入札談介jflJ'JPJifj. (点京市政判決 、|λ成 5イド 12J J 14 11 (、1/.)&511:.(の)第 H:!'))

においては、 11 一定の 11\'.づ i 分 ~I}Jを中IJI析するに当たっては、 'J主)j_ft-がしたJt!rij 1 J九が対

象としている取引及びそれにより影響を受ける範1111を椴討し、その競争が実質的にHiiJIU~ さ

れる範1)11を11111iとしーどのlf!(1) 1分針を決定するのが111 である。」とされている。

また、 j:}II¥J';)fjl!私的主J!，'iガイドラインでは、 I--iとのJry.づIjHT-は、ヂリjなJ[y.づ 1f!jIJ l )j~とj.iJ j菜、

n体的行為やJr!(i) 1の対象・地域 .!L~峠等に jム;じて、 -'_!í 該行九に係る JI'i引及ひそれにより影

響を交ける mlLi!11 を松戸J し、そのfíJz"[1 が実質 I'i'~に ijjlJI\H される純 111:1 を1'11jf2し決定されるのがJjj(

1!1Jである。また、 tJI:lifJ，;別府、1'1サ到!，'iは、単独の事業者によって:(J'われることカf多く、-一-こ

のため、州|注射私「内独，'i(こ係るウとのJ収づ|分担?のIIIiIiとについては、排除行為に係る j民リ1&

びそれにより };i;~i当:を受ける純 1)11 を{会社する|保に、必要に)，Î:.;じて、市安者(又は 1J1J.(~1i')にとっ

てJlyl)1 対象尚 311J! と代特性のある 1ì'~lllil の純 1111 又は地 JI目的範 1)11 がと‘の lY.1支丘、いものであるかと

の的~}，\を号唱することになる。 _1 (出3-JとのJrY.リ!分野における競守iを尖質的にijjlJIUiするこ

と、 1 定のJIY引分野)との考え)jが示されている。

私的到~ I"I 'jT.案である Nl寸京Ll本市1'J: (~t~ 'l'lj辞i)と 平成 19イi二3JJ 26日、京J;-(jWj J記手iJiJと

平成2111:.5 PJ 29 11、11:{mi!主'l'IJdと 平成2211:12)J 171])においても、一定の取引分野の純

1)11が/[I'}，'，I:となり、市民計等にとっての代目i:'IJ:についてのiW1111iも踏まえて認定が行われている 0

29) このことは、事後的な事案においては、 diJ劫の断定と公正競争 liI! '~jf '1ゾtの認定が一体的

に行われることをノ示している。

30) 以ド本抗においては、 11m ill'，Jについては、役請を合む表現としてJlj，、ている。
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L7m削

実際にも、 lJf，業，{r-の十1:1)す資料において、!日坊における競争実態、競争者の分

析.，¥t-filliや対策等がノJ'されている場合には、これらの証拠が市場二の裏付

けとなる 111jo

1:)1: I~土刑私 n句 5~( r1iガイドラインでは、担1:IlfJ~明私的到!li i は、 ìjj， 5~(の事業:者によっ

て;Uわれることが多いこと等をJ'I'111として、 IJJI=I徐行:為に係る11兄づ11えびそれに

より影響を受ける純111:1を検iHするlztに、必公:に }，t;じて、 ;fJ!J主将(又は供給者)

にと って llxリ|対象 IWill11 とイ代にuキ引/1作ゾq午1: のある i北{'，剖'~訂'~III甘払訂出11υ仏仙iJA山μ品liLV山i幻J山lJAIli の純 1:]川j川叫IjjλL は j地白ω;1月即Ij型HI的'1川|内甘ωf範む削|い附j片井別iド司一:1 がとどJの干'1:)泣支)広iよi 

いものでで、あるカか、との初矧l，i.'人}，'山，'，(、

これは、 1rlli佑カルテル等の不"iな取り 1i/JIJI;Hの事案においては、 1J:九のiゾu、持か
ら、 Ji. W，{ /Þ'れがしやすいのに対し、通In~'¥ ìjt 到!行 l~ が!日 J ~tぎとなる私 (105~; Ili 

ijf京:については、、1'11;刻をHHrlliするJ括合には、 l/jjJ;j今の純IJJIをl引らかにしない

と反競争れが'j:!J1析しにくいため、 111'J坊のpJlj定に当たっての基本(10考えプJを昨iiz

i切にiりjノjょしたものと与えられる口

このため、不公正な取引)iiLiJf，案においても、 I'"j~の検討作業においては、

必裂に此;じて、 ;JJ民主にとっての代j、干れについての評1111iを附まえながら:山、

想定 Ilîn~が pÌl j iιされることとなる口

また、 diJ坊については、首公(fI'にとっての代特性の杭皮の述いにより、 ITt:i討

(10 に )1三 1& されることから、政数の江11と Ilj' lJ;iが jillj 定される nj{~ もあると考えられ

る口

なお、いわゆるブラント1-iilについても，11'場の plljむについての考え)iはけ隙と

」ラえられる。

:) 1 ) )d' j-， U~~ r ii1}外ii:l1 'jlfylJからみえてくる競''f'iL実務の布IIH点 的 51"1 ~::Ilil ビール

f~~~ ;日以ソ，\~ 'Jf. ~Y~ 行の企業キlli fT'忠告と 11'，]:出JfJ!iii'HI'iII'iJ(NBL1058 ¥J' (2015，9，15)) において、米

1"1の企業主fif?砕すに勺たり、勺 'ji会十!のゐIL!f!実態・付 j人JiiU(II1行をぶす1，1:1人j資1"1.が、ilJ'J坊Illii定

)~!~\にヰIjJIJ され、 'l今世な lill:~処となっていることがlJI じられている。

32) 仰ii: 28参!日1

:)3) 合~~~ 1~!!i {~ガイドライン(引\ 2) 、 j，Jllj~~)¥11私的到:lljガイドライン(的3、1)にノJ'された与

忠世:ぷに)，1"つJ き、，Jfllliがわ:われる。
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論説(1IIIm 

(3) 自

ぞれに

れ、

し、つ

ア

自体、

と代替性の観点からの評錨

について川、 {こ掠る取引長び

わ

に場として語忘されることと

らj工るとし、うことは、そ

!析されていることを示しており、

お布、

された riiJ効については、改めて、

~t . 

らの

している

に基づく と

ら排出Tされること

i材難になること〉が認定できるということは、仙の事業主?の訴訟行為によ丹、

した号、また、

そのおそれがある場合に、被排除卒業者にとっては、事業活動への悪影響を打

mすための対応急f待易にできないこと令意i来していると考えられる

について、別の代粧品なi主張

をfぷ易に とのIrxうi

きない

状?>ltニ為ることをぶしていると考えられるむ

このこと辻、 1該被事業者のi羽離になった卒業については、需要者の立

掛からみてIfH，'d，λ る j本;

慌に伝う 、1!立づlo)J忠)で、

が1dつれていること 訴しているむ

ま~、

と号; られ、主主主自主;-0)立場からみても も、ものと三Hllli

きる

11 



不公 IF. な JjX引 7i j士事案における dj~必の filíí定についての杉tf，;J

イ H;'存且?引?

特定の行為により仏、 刻対.象i詰f'均島百:ij1J1ιW耐iJA訂品!;界品iJ品7百1についてイt悩il説出i日民li格科紺jニ持のおそれが認定できるj場揚合、

イt仙似11出出11民II格布材紺維H佐i主J持守寺:のおそjれ1が認定で、きる純阻閉I(作詰商:詰礼引6札~I~品i

て7市I'jj場劾と i極副匝凶i定されるが、 iilli格維持の効果があることは、需要者が他のIlijlWIや他

の地域に需要をシフトすることによって価格維持効果を回避できないこと、ま

た、他のii?ji1711を生産している事業者による事業転換-参入も|認知i;なことを示

している。

5 競争手段の不公正型事実及び自由競争基盤侵害型事実と市場

判決・帯決やガイドラインにおいては、不公正な取引万法事業のうち、市

場の画定問題が議論されているのは、公正競争[)I:じが I~III:I競争減殺21のもの

に以られている。

これは、自由競争減殺引のものが、市場における有効な競争機能がi直接的に

されることを問題悦するのに対し、その他の公正競争阻害性のiHlJIUiを持つ

行為については、i!jJ誌における競争機能との関係では、より間接的な侵害行為

を問題作iしていることによると考えられる。

(1) 競争手段の不公正型

競争手段の不公正な行為は、行為の性格 I~I 休がいわゆる能率競争を阻害する

ものとしてかiililJが行われており、公正競争lil]害性の認定に当たり、競争が行わ

れている純闘を示す市場の画定は、不可欠なものとはいえなし」

競争子段の不公正盟事業についても、公正競争1m害t!:の判断に当たっては、

行為の広がりも一要素となっており、 Ilil坊の面i定をwうf!i坊の大きさもその要

素となるが、行為者の事業規模、取引相手方の数、行為内容の波及性等の観点

からも行為の広がりを評価liすることはできる。

の干成 21年一般指定告示 14JJf (競争者に対する11':;(引妨害)の排除措置

命令事案 :~7
)をみると、公正競争阻害性として、競争手段の不公正さと自由競争

減殺効果の IJlIjHを認定し得る事案であり、また、 I~I EI:I競争減殺効*のみを公正
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、2
6

行
同
一4
一、

として認定されている手案と比べても、白

内容についても六おな患いはない断。

f干しこは、

14 

・iりjノJ'を行うこと

るl話このため、 も、!'!IIJ 

と.~えられる。

14 Jl'lの公正IIIT乙の

ついては、 11i 禁止?t19 

お号、公正;抗争Ij!r，Ii:汗の絵対象となる誌のとを行

14 J1'[のである説争関係の'l'lJl普?に1た号、イメi'j-.タクシ…持機J桁貯に

いて、タクシーをやj加するぷ1ま、、ijj;京タクシー待機場)ijTと告のj詩月?とのjl¥jで

タクシ一平IJ)討について代抑制:がないことをじしてお今、また、制[11i

24条のの'I'IJ断(被行の百Zさにより、 U:lil;-らに

じるおそれ均三あるか行か)に巧たっては、 り、

タクシ において、タクシ

し、ることから、

おしいども、 I~IIII 

として、

できると考えちれω 口

号、

ける L=l ス

自由競争基盤罷害型

1
 

1
 

一
一i

 

r
一一i
 

ヤついて川、 において、什かつ自主(I~ な取引が

公iI~ 

るものとして

しミる範IJ誌を

われてお与、

欠なものとはいえない。

主主ILi

f
-
t
 

i
 

、 の;誌守との なる 、fl:

1111千115i年々主お之行1);15 Jilの令;;案も

デイー・ヱヌ'Jifl: (は i宗治 ÎVjf~命令 'TI点イ(j)J9 I1上j;'ri]lllll，U仁川:コンクリ

トi迄HキIL{';'iJi.fI (排除Jfi;yf命令ヂ成 il'-2JJ 2i 11) 
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ヂ公iIーなJfy'IJ1 )fiL事案における dil劫のItlliJ.i.::についての検討

九:X-はその競争者との関係において競争 L_有利になるおそれがあることも指摘

されている川が、これも、当該行為の性格について、他の事業者との競争関係

を踏まえて!日j題性を指摘したものであり、市場のJI!II定とは1m:接関係しないもの

である。

また、 "01JI! 競争正雄侵害)r;~!事案でも、公正競午I-Ijl =i. f与性の許{lllî ~こ、 11 たり、行為

の)よがりも.~~#となっているが、 1-.1;己(1)とIliJ様に考えられる。

なお、優越的地f\ì: の ìW:，:川行為 H~ililJについては、優越i'I(_jj色村ーにある事業者を一

)Jの咋 'jf-:{î とするがU、11i J劫がl耐え:で、き、、!?該diJ坊において市場支配力を有する

'Ji業者の行為を脱出IJするものと卜1:1世づける凡併がある刊)。この場合には、

公Ii~競争 1m 主性の検討対象 111J誌の WJ示が必要になると考えられるが、優越n~j山

1¥/:のil:N，:JlJ行為の公正競争IjjJを優越ガイドラインのようにWi:するj劾合には、本

1'1":J で i議論している j主反行為の iりの昨1~~ という ÎäJt/(からは、 1/兄引関係におけ

る(長越性のi詰(;むについてi州市さカ可能保されていればよく、 fj該iliJ揚を公正競争

Im_ の検討対象となる市場と位世づけ、明示する必要性

IV おわりに

t.J、卜‘によれば、不公正なllYijI 方法のうち、 I~I 成殺型事案(競争千段の

不公!l~さと両方の公正競争 Ijl:1 害牲を有する事案も合む。)については、公正競

争-Im'~t:tl::の検討対象 rliJ坊を副定・明示することがj自当と考えられるり

不公 r[なllY引方法事案における排除措置命令書において、公正競争Ijll'f引~I:の

lui(:釈とそのlit定の根拠をできるだけ具体的に示すととともに、その検討対象 Ili

j坊の|リl示を行うことは、不公正なllYi_}I方法の規制l内容のiり化、 112令遵守のiW

J1主に資するものと考えられる。

(ゃまだ・つとむ 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻教授)

39) 催I~的地位のiW:UIJ にj1)，J する剖!llî 紫 IUよ卜ーの考え HJ (公正取引委民会 、!勺主2211'-。口、ド

I i長越ガイドラインjという。) (第 1 優位 I'J'J J1l!. {ij:の能m)J~ilíIJ についての )j~本 n力~-え jj)

40) I'j イ:I- ，'~l、志「独禁法講義(第71:反)J (有斐mJ 、|勺主26-q:)第8市立'}6 ilii 
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